
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

この講座では、外国人日本語学習者に楽しく、 

合理的に日本語を教授できる方法を学びます。 

言語学、日本語文法、文字表記、語彙意味、音声学、異文化理解など

の理論を学び、さらに、初級教授法、中上級教授法などを、実践を通し

て身に付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

・各教室に除菌用アルコール常備       ・マスク着用の推奨  

・換気扇や窓開けなどで教室を換気     ・訓練生１名あたりの教室面積は広めの 3.32 ㎡を確保  

  

2026 年 6 月 18 日～2026 年 12 月 17 日（訓練期間 6 ヶ月） 訓練日数 97日 

 

 

日本語教師養成科 

求職者支援訓練 

定員 １5 名 

訓練を修了すると 
★登録日本語教員 基礎試験 免除 
（認定機関 文部科学省） 実践研修 修了 
※対象科目を所定の時間数以上受講し、各科目の確認テストに合格する

必要があります。 

※「登録日本語教員」となるためには訓練修了を条件とし
て、応用試験に合格する必要があります。 

（令和 11 年 3 月 31 日まで資格取得に係る経過措置期間であるため、

詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください。） 

募集期間  4 月 21 日（火）～ 5 月 27 日（水） 

登録日本語教員養成科

養 成 科 

4 号館 

＊校内の感染症予防対策＊ 

当校はＩＴの専門学校としてだけでなく、 

日本語学校として約 30 年の歴史を有しています。 

登録日本語教員養成科の受講生は 

本物の日本語学校の空気に触れることができます。 

6ヶ月の訓練期間中は、就職支援担当講師による就職支援があります。 

早期就職を目指して、履歴書・職務経歴書の作成指導や 

ビジネススマナーの学習、模擬面接など 

実践的な指導も行っています。 

当校で日本語教育の理論と実践を学んで、 

日本語教員を目指しませんか 



 6 月 18 日開講の訓練について 
◆ 訓練の目標・特徴 

外国人に日本語を教える時に必要な、言語学、音声学、日本語文法などの知識を基礎からわかりやす

く学びます。それと同時に初級教授法や中上級教授法などで日本語の教え方を学びます。その後、模

擬授業、教育実習などを通して、学んだ知識や技術を実践します。当校は文部科学大臣より「登録日

本語教員養成機関」及び「登録実践研修機関」の登録を受けています。当訓練は文部科学省から出さ

れた「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」にて示された履修内容・履修時間を満

たすものです。 

◆ 訓練対象者の条件 Word , Excel の使用経験のある方で、日本語が母語または 

母語話者レベルの方 

◆ 訓練時間     平日 9：00～１5：3０（土日祝の訓練実施 無し ） 

◆ テキスト代     16,500 円（税込み） 

◆ 選考       筆記・面接による受講者の選考を行います。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 よくある質問 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

★ 施設見学会【要予約】 ★ 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

学校法人朝日学園  

日本国際工科専門学校 4 号館 
〔連絡先〕電話 047-346-2469 

職業訓練担当まで 
 

〈第 1 回目〉4 月 24 日（金） 15 時 00 分 開始 

〈第 2 回目〉5 月 19 日（火） 10 時 30 分 開始 

〈第 3 回目〉5 月 25 日（月） 14 時 00 分 開始 

⚫ いずれも 1 時間半程度 

⚫ 日本国際工科専門学校 4 号館にて 

所在地：松戸市新松戸 4-5-2 

（下記連絡先へご予約ください。） 
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◎

日本語教員になるのに、英語や中国語など何かひとつでも外国語ができないとだめですか？ 

直接法という日本語による教授法を学びますので、外国語はできなくても大丈夫です。 A 

Q 

この訓練を修了した後、どのような就職先がありますか？ 

主に、日本国内で外国人留学生対象の教育を行なっている日本語学校・専修学校です。 

四年制大学卒業以上の方は認定日本語教育機関（旧制度：告示日本語教育機関）で日本語教員としてすぐに働くことができます。（た

だし、これは最低条件のひとつです。採用条件は学校により様々です）○注登録日本語教員の資格取得に係る経過措置期間（令和 6年 4

月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日まで）以降は登録日本語教員資格の取得がないと登録日本語教員として働くことはできません。詳しく

は、文部科学省のホームページをご確認ください。 

なお、求職者支援訓練は国の制度ですので、修了後すぐに海外での就業を望む方は原則として受講対象外となります。 

A 

Q 

教室 授業風景 


